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平成 30年度（2018年度）事業報告書 

平成 30年（2018年）4月 1日から平成 31年（2019年）3月 31日まで 

 

１ 業務報告 

（１） 第 1回理事会の開催 

日時：平成 30年 4月 24日（火） 

場所：財団事務所 

議題：第１号議案 平成 29年度の事業報告に関する件 

第 2号議案 平成 29年度の決算に関する件 

第 3号議案 平成 29年度の公益目的支出計画実施報告に関する件 

第 4号議案 平成 30年度の修正予算に関する件 

第 5号議案 平成 30年度第 1回評議員会の開催に関する件 

第 6号議案 理事候補者名簿に関する件 

第 7号議案 監事候補者名簿に関する件 

第 8号議案 代表理事及び業務執行理事の条件付き選定に関する件 

 

（２） 第 1回評議員会の開催 

日時：平成 30年 5月 28日（月） 

場所：ホテルルポール麹町 4階 「珊瑚」 

議題：第１号議案 平成 29年度の決算報告の承認に関する件 

第 2号議案 代表理事に対する報酬の支給額の変更について 

第 3号議案 理事の選任に関する件 

第 4号議案 監事の選任に関する件 

報告事項 平成 29年度の事業報告、公益目的支出計画実施報告及び平成 30年度の事業計画及び予算 

 

（３） 関係機関への報告 

日時：平成 30年 5月 28日（月） 

提出先：内閣総理大臣 

内容：公益目的支出計画実施報告書 

 

（４） 第 2回理事会の書面評決 

平成 30年 7月 13日に、業務執行理事八木寿明が、理事の全員及び監事に対して、下記事項について、提案書を発し、

当該提案書につき平成 30 年 7月 20 日理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議が

ないとの意思表示を得たので、当該提案を承認可決する理事会決議があったものとみなされた。 

第 1号議案 事務所の移転に関する件（定款変更なし） 

第 2号議案 事務所の賃貸借契約の締結について 

 

（５） 第 3回理事会の開催 

日時：平成 31年 3月 19日（火） 

場所：(株)インペリアル・コーポレイション会議室 

議題：第１号議案 2019年度事業計画及び予算に関する件 

報告事項 平成 30年度（2018年度）の業務及び事業に関する経過報告 
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２ 事業報告 

（１） 景観まちづくり学習助成事業 

当財団に設置した「景観まちづくり学習助成審査会」の審査を経て、国土交通省が推進する「景観まちづくり教育」の一環である、「景

観まちづくり学習」に取り組む小・中学校 33 校に対して、その学習教材の購入などに充てるため、各 10 万円、総額 330 万円の助成金

を交付した。 

助成校から提出された完了実績報告書については、当財団のホームページに掲載することにより、広く「景観まちづくり学習」に取り組む

学校の参考に供した。 

また、国土交通省都市局景観室から関係部局に対し、景観まちづくり学習に取り組んでいる地方自治体などに対し情報提供していた

だくことを依頼した。 

 

審査会 第 1回 日時：平成 30年 6月 14日（木）15：30～17：30 

場所：ナチュラック四谷 3階 「会議室」 

   応募総数：18校 

   審査結果：助成決定 18校（うち助言作成 11校） 

 

審査会 第 2回 日時：平成 30年 10月 19日（金）16：00～18：45 

    場所：ホテルルポール麹町 4階「真珠」 

    応募総数：15校 

    審査結果：助成決定 15校（うち助言作成 13校） 

 

2019年 4月 1日から 2021年 3月 31日までの 2年間を委嘱期間として、再委嘱の手続きをおこない、下記委員から就任を承諾

していただいた。 

審査委員 委員長 小澤 紀美子 東京学芸大学名誉教授 

委員  小野 道生   株式会社都市計画設計研究所室長 

委員  勝田 映子   帝京大学教育学部 初等教育学科教授 

委員  志村 優子   まちづくりプランナー 

委員  渡瀬 友博   国土交通省都市局 公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室長 

 

（２） まちづくり関係事業への協力 

まちづくり実行委員会、都市景観の日実行委員会及び（一社）建設広報協会が行う活動、行事に協賛した。 

 

（３）資料の収集・整理 

都市文化の振興に関する各分野にわたる資料を収集し、整理した。 

以上 

 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34条第 3項に規定する附属明細書は、「事業報告の内容を補足

する重要な事項」が存在しないので作成しない。 

 

          2019年 4月 

   一般財団法人 都市文化振興財団 


